
令和6年9月に資格情報のお知らせを送付いたします
～記載内容のご確認をお願いいたします～

現行の被保険者証は令和6年12月２日から廃止されます

令和6年12月2日より、被保険者証の新規発行が廃止となり、マイナンバー
カード（マイナ保険証）での受診が基本となります。
これに伴い、当組合より事業所様経由で令和６年８月14日時点の加入者様

全員分の「資格情報のお知らせ」を世帯でまとめて送付いたします（任意継続
者は直接自宅へ送付いたします）。記載内容を確認し大切に保管してください。

＜資格情報のお知らせのイメージ＞

令和６年8月14日時点で当組合に加入している皆様へ

令和６年8月15日から12月1日までに加入された方々には、令和６年12月2日以降に
事業所経由で送付いたします。

①あなたの資格情報
8月14日時点の資格情報です。

②マイナンバー下4桁の記載
当組合のデータベースに登録さ
れているマイナンバー下4桁を
表示しております。
ご自分のマイナンバーの下4桁
と一致しているかご確認をお願
いいたします。

③資格情報のお知らせです
令和6年12月2日から医療機関
等の受診時にマイナ保険証とあ
わせて使用できます。点線で切
り取って大切に保管ください。

資格情報のお知らせとは

マイナンバーカードには、従来の被保険者証に記載されている記号・番号や資格取得
年月日などの情報が記載されていません。そのため被保険者証廃止後、給付金申請時等
で自身の資格情報がすぐに分かるように、全ての加入者様に対して個人単位で発行しま
す。（資格情報のお知らせのみでは受診できません）
※カードリーダーがない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合でも
マイナ保険証と併せて提示することで受診できます。

本お知らせに関する「よくある質問」はこちらをクリックしてください。

https://www.mbk-rengo-kenpo.or.jp/faq/#term_142


令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による
医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。

◆マイナ保険証とは
・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
・登録がお済みであれば現時点でもご利用いただけます。
・入院など、医療費が高額になる際に必要な限度額適用認定証の発行手続き
が不要となります。

・70歳以上の方の高齢受給者証の提示が不要となります。
・就職や転職後の被保険者証の切り替え・更新が不要になります。

◆マイナ保険証の作成方法

（1）マイナンバーカードを作成する
＜申請方法（以下いずれか）＞

A.オンラインで申請する（パソコン・スマホから）
B.郵便で申請する
C.まちなかの証明写真機から申請する

〈参考〉
マイナンバーカードの健康保険証利用方法（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

今からでも
使える！

廃止前にマイナ保険証を作って
利用しましょう！

◆実際に医療機関の窓口でマイナ保険証で受診してみましょう

（厚生労働省、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会ポスターより）

（2）マイナンバーカードを健康保険証として登録
＜登録方法（以下いずれか）＞

A.医療機関・薬局の受付（カードリーダー）で行う
B.「マイナポータル」（スマホ）から行う
C.セブン銀行ATMから行う

おすすめ
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